
日 時 平成２８年２月１９日（金） 午後１時３０分～午後５時００分

会 場 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）５階「小ホール」

名古屋市中村区名駅４-4-38

挨 拶 名古屋南労働基準監督署長 竹 平 英 敏 氏

特別講演

大同特殊鋼㈱ 統括産業医 斉 藤 政 彦 氏

「最近の労働者の健康管理をめぐるトラブル事例と防止対策について」

パネルディスカッション 「改正労働安全衛生法への対応について」

斉 藤 政 彦 氏

大同特殊鋼株式会社
統括産業医

【最近の労働問題への所感】

平成２６年の６月に労働安全衛生法が改正された。大きな変化としては、ス
トレスチェック制度の導入と、化学物質管理の厳密化である。前向きに取り
組む必要があるが、課題も多い。問題なく実施するために、誰が何をすれば
よいか説明する。

小 林 克 己 氏

愛知機械工業株式会社
安全環境エネルギー室
シニアスタッフ

【最近の労働問題への所感】

ストレスチェック、化学物質リスクアセスメントなど直近の安衛法改正につ
いては、企業と行政・専門機関の連携はもちろん、企業同士の有機的な連携
を促す「場」の工夫がポイントになってくるように思います。

永 坂 英 文
（一社）刈谷労働基準協会
専務理事
作業環境測定士

【最近の労働問題への所感】

昨年、労働安全衛生法の改正が公布され、次々と施行される中、各企業で取
組への対応が行われているが、単に法対応するのではなく、労働者に対し、
魂を込めた安全と健康の確保するための取組方を皆さんと考えたい。

加 藤 豊
名古屋東労働基準協会
専務理事
特定社会保険労務士

【最近の労働問題への所感】

メンタルヘルス不調の未然防止を目的にストレスチェックと面接指導の実施
が義務化されるなど、労務、安全衛生部門に課せられた役割はますます重く
なり、そのお手伝いをする労働基準協会の役割も一層重要になっています。

主 催：一般社団法人名北労働基準協会 名古屋東労働基準協会 一般社団法人名古屋南労働基準協会 名古屋西労働基準協会
後 援：豊橋・岡崎・一宮・半田・刈谷・豊田・瀬戸・津島・江南・西尾 各労働基準協会

受動喫煙防止対策化学物質リスクアセスメントストレスチェック制度

パネルディスカッション
コーディネーター
一般社団法人名北労働基準協会

専務理事・事務局長特定社会保険労務士

市之瀬 高 司

閉会挨拶

名古屋西労働基準協会

専務理事

尾 野 吉 則

２７年１２月より常時５０人以上の労働者を

使用する事業場の事業者に対し、「ストレスチェッ

ク制度」が義務付けられる

２８年６月から６４０種類の化学物質を使用

する全ての事業場にリスクアセスメントを行い対

象物質を把握し対応策を講ずることが必要

２７年６月から労働者の受動喫煙防止のため、

事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置

を講ずることが努力義務化



会 費

会員事業場 一般事業場

5,140円 7,200円

※会費には資料代、消費税を含みます。
※定員150名になり次第締め切ります。

参加申込
申込書を各労働基準協会へファックスのうえ、会費を1月29日(金)
までに各協会の銀行口座（名古屋市外の労働基準協会からお申
し込みの場合は名北労働基準協会）にお振込みください。受講票
を、名北労働基準協会より2月15日(月)までにお送りします。

会場略図

(JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より
◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面徒歩5分
◎ユニモール地下街 5番出口徒歩2分

※名古屋市外の労働基準協会からのお
申込みの場合は、一般社団法人名北労
働基準協会にお振込みください。

平成28年2月19日（金） 愛知県産業労働センター(ウインクあいち）5階「小ホール」


